
【北海道震災建築物応急危険度判定要綱】 

 

第１ 目的 

 この要綱は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等

から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、全国被災建築物応急危険度判定協議会

が定める、「被災建築物応急危険度判定要綱」及び「北海道地域防災計画（地震防災計画編）」に基

づき、被災建築物の応急危険度判定に関し必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保す

ることを目的とする。 

 

第２ 定義 

 この要綱において、次の各校に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各項に定めるところによる。 

１ 応急危険度判定（以下「判定」という。） 

余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の 安全の

確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害の発生の危険の程度の判

定・表示等を行うことをいう。 

２ 応急危険度判定士 

  前項の判定業務に従事する者として知事が定める者をいう。 

３ 応急危険度判定コーディネーター 

 判定の実施にあたり、実施本部、支援地方本部、支援本部等と応急危険度判定士との連絡調整

にあたる行政職員及び判定業務に精通した地域の建築関係団体等に属する者をいう。 

 

第３ 判定実施の決定   

 市町村の災害対策本部長（市町村長）は、その区域内において地震により多くの建築物が被災した

場合、判定実施の要否を判断し、判定を要すると判断したときは判定実施を宣言するとともに、応急

危険度判定実施本部（以下、「実施本部」という。）の設置その他必要な措置を講じ､判定を実施す

るものとする。 

 

第４ 実施本部の設置 

１ 災害対策本部長が判定の実施宣言を行ったときは、実施本部長は、直ちに支援地方本部長（第５

第１項参照）に実施本部の設置と判定実施の決定について通知するものとする。 

２  実施本部長は、指揮監督する職員の決定、判定実施計画の策定、応急危険度判定士等の受け入れ、

判定資機材の配布、現地への輸送などを行うものとする。 

３ 実施本部長は、判定の実施にあたり、必要であると判断する場合は、支援地方本部長に応急危険

度判定士及び応急危険度判定コーディネーター（以下「応急危険度判定士等」という。）の支援を

要請することができる。 

４ 実施本部の具体的な活動等については、全道的な相互支援体制を考慮し別に市町村が作成する、

「応急危険度判定実施本部業務マニュアル」（以下、「実施本部業務マニュアル」という。）によ

る。 

 

第５ 支援地方本部の設置と役割 

１ 地震の発生によって道災害対策地方本部が設置されたとき又は（総合）振興局長が必要と判断し

たときは、同地方本部の下に震災建築物応急危険度判定支援地方本部（以下「支援地方本部」とい

う。）を設置するものとする。 

２  支援地方本部長は、実施本部長からの支援要請を受けて、（総合）振興局支援実施計画の作成

及び支援の実施を行うものとする。 

３ 支援地方本部長は、実施本部長から応急危険度判定士等の支援の要請を受けた場合は、必要に応



じ、関係者に対し次により支援を要請するものとする。 

（１）支援本部長に対する第一次派遣の要請（第６第３項（１）参照） 

（２）管内の市町村長に対する支援要請及び民間判定士に対する参集要請 

ア 管内の市町村長に対する所属判定士派遣等の支援要請 

イ 北海道震災建築物応急危険度判定地区協議会（以下「地区協議会」という。）の会員であ

る建築関係団体(以下「地域建築関係団体」という。)に対する会員判定士の参集についての

協力要請 

ウ 地域建築関係団体に所属しない管内民間判定士に対する参集要請 

４ 支援地方本部長は、被害が大規模で広範囲にわたること等により、応援が必要であると判断した

場合は、支援本部長に応急危険度判定士等の支援を要請するものとする。 

５ 支援地方本部の具体的活動については、別に道が作成する「応急危険度判定支援地方本部業務マ

ニュアル」（以下「支援地方本部業務マニュアル」）による。 

 

第６ 支援本部の設置と役割 

１ 地震の発生によって北海道災害対策本部が設置されたとき又は知事が必要と判断したときは、同

本部の下に応急危険度判定支援本部（以下「支援本部」という。）を設置するものとする。 

２  支援本部長は、支援地方本部長からの支援要請を受けて、本庁支援実施計画の作成及び支援の

実施を行うものとする。 

３ 支援本部長は、支援地方本部長から応急危険度判定士等の支援の要請を受けた場合は、必要に応

じ、関係者に対し次により支援を要請するものとする。 

（１）「北海道震災建築物応急危険度判定士派遣候補者名簿作成要領」による派遣候補者名簿登

載の特定行政庁等に対する判定士の第一次派遣の要請 

（２）被災していない（総合）振興局管内市町村長に対する所属判定士派遣等の支援要請 

（３）北海道震災建築物応急危険度判定連絡協議会（以下「全道連絡協議会」という。）の会員

である建築関係団体(以下「全道建築関係団体」という。)に対する会員判定士の参集につい

ての協力要請。 

（４）全道建築関係団体に所属しない道内民間判定士に対する参集要請。 

（５）道・東北ブロック会長県を通じての他の都府県等に対する支援要請及び国土交通省に対す

る支援要請。 

４ 支援本部の具体的活動については、別に道が作成する「応急危険度判定支援本部業務マニュアル」

（以下「支援本部業務マニュアル」という。）による。 

 

第７ 支援地方本部を設置しない（総合）振興局の役割 

支援地方本部を設置しない（総合）振興局は、支援本部長から応急危険度判定の実施に関する情報

を受けた時は、速やかに管内市町村及び地域建築関係団体に対し情報提供するとともに、支援本部長

から支援要請に対し必要な対応を行うものとする。 

 

第８ 実施本部を設置しない市町村の役割 

実施本部を設置しない市町村は、支援本部長又は支援地方本部長からの要請に対し、所属判定士の

派遣等について支援するものとする。 

 

第９ 全道建築関係団体、地域建築関係団体の役割 

 全道建築関係団体、地域建築関係団体は、支援本部長又は支援地方本部長からの要請に対し、会員

判定士の参集について協力するものとする 

 

第 10 判定の基準及び震前計画の作成等 

１ 判定の基準は、全国被災建築物応急危険度判定協議会（以下、「全国協議会」という。）が作成



する「被災建築物応急危険度判定マニュアル」によるほか、「実施本部業務マニュアル」による。           

２ 市町村は、想定される建築物の被害、実施可能な判定の内容、必要となる人員、資機材の量等を

検討し、それと対応した震前判定計画を作成し、地震発生から応急危険度判定の完了までの一連の

業務を把握するよう努めるものとする。 

３ 道は、市町村長が地域防災計画等を踏まえて震前に計画する事項について必要な助言をすること

ができる。 

４ 道は、市町村長が定める震前判定計画に対応できる震前支援計画を作成し、地震発生から判定の

完了までの一連の業務を把握するよう努めるものとする。 

 

第 11 応急危険度判定士等の確保、判定の実施体制等 

市町村は、判定が必要となった場合に応急危険度判定士等を確保できるよう必要な措置を講じるも

のとする。 

具体的な実施体制等については、「実施本部業務マニュアル」による。                 

 

第 12 判定の方法、判定結果の表示等 

判定は、被災者等への一次的な情報提供であり、判定の方法、判定結果の表示等は全国協議会が作

成する「被災築物応急危険度判定マニュアル」による。 

 

第 13 応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等 

応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定等は、「実施本部業務マニュアル」、

「支援地方本部業務マニュアル」及び「支援本部業務マニュアル」による。 

 

第 14 応急危険度判定士の養成、登録 

道は、「北海道震災建築物応急危険度判定士認定制度要綱」に基づき、応急危険度判定士の養成及

び登録を行うものとする。 

 

第 15 判定資機材の調達、備蓄 

１  市町村は、判定実施のため、次に示す判定資機材等を備え、あらかじめ市町村内の複数の箇所へ

の備蓄に努めるものとする。 

（１） 判定街区マップ、判定調査表、判定ステッカー、腕章、ヘルメットシール等 

（２）ヘルメット、クラックスケール、傾斜計、油性ペン、蛍光ペン、バインダー、ガムテープ、

マスク等 

（３） 被災街区までの移動車両、自転車等 

２ 道は、市町村と協力して判定資機材の備蓄に努めるものとする。 

 

第 16 他の被災都府県に対する支援に関する事項 

１ 道は、北海道・東北８道県相互応援に関する協定に基づく支援要請のほか、国土交通省又は他都

府県から応急危険度判定士等の支援の要請を受けた場合は、応急危険度判定応援本部（以下「応援

本部」という。）を設置するとともに、市町村や全道建築関係団体等と協力し、必要な支援を行う

ものとする。  

２ 応援本部の具体的活動については、別に道が作成する「応急危険度判定応援本部業務マニュアル」

による。 

 

第 17 応急危険度判定活動等における補償               

道は、民間の応急危険度判定士等が当該判定活動若しくは当該訓練活動により死亡し、負傷し、若

しくは傷害の状態となった場合の補償を実施するため、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償

制度運用要領に基づく補償制度に加入するものとする。 



ただし、この補償制度の適用を受けるために必要な判定士等の保険加入料は、原則として訓練及び

判定活動の実施主体が負担するものとする。                                 

 

第 18 全道連絡協議会及び地区協議会による支援体制の確保 

 全道連絡協議会及び地区協議会は、道内外で実施される応急危険度判定に際し、迅速かつ的確な支

援を行うことができる体制を確保するために必要な業務を行う。 

 

第 19 その他                                         

１ 知事及び市町村長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制その他所用

の措置を講じるものとする。 

２  道及び市町村は、地域の建築関係団体等と連携して、判定の意義、目的について住民に普及、啓

発をはかるとともに、その的確な実施のため模擬訓練の計画・実施、相互の連絡網の整備等を協力

して実施するものとする。             

訓練の実施にあたっては、道、市町村等が実施する他の防災訓練等との連携をはかるものとする。           

３ この要綱に定めるもののほか、判定に関し必要な事項は別に定める。 

４ この要綱は、全国的な判定体制の整備状況等を勘案し、必要があれば随時改正するものとする。      

 

 

 

 

 

 

 

附 則                                                 

    この要綱は、平成１１年３月２４日から施行する 

附 則 

   この要綱は、平成１８年２月１５日から施行する。 

附 則 

   この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。 

 

 


